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神奈川県警察本部

平成26年10月6日に公開請求のありました行政文書については、次のとおり公開を拒みま

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

日以内に神奈川県公安委員会に対して審査請求をすることができます。することができます。

行ったか否がにかかわらず、この処分があつだことを－~－

■

ては、上記の審査請求をまた、この処分につい

知った日の翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所に処分の取消しの訴え

を提起することもできます。

上記の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。

戸部警察署がひんぱんに一時停止違反を取締っている横浜三井ビル前の横

断歩道上での一時停止違反検挙件数。なお、取締りは行政裁量で行うものであ

り、犯罪捜査とは異なることを前提として、公開することを求める。

公開請求に係る

行政文書の内容

｜
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神奈川県情報公開条例第8条並びに第5条第4号及び第6号該当

（理由）

特定の交通違反取締り場所に関する情報は、神奈川県情報公開条例第5条第

4号に規定する交通違反取締り事務に支障を及ぼすおそれのある情報及び同条

第6号に規定する犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれのある'情報に該当

し、本件公開請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情

報を公開することとなることから、同条例第8条の規定により文書の存否自体

を回答することができません。

公開を拒む理由
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’ 上に示した公開することができない理由のうち、

については、年月日以降であればその理由がなくなりますので、

上に示した公開することができない理由のうち、

については、年月日以降であればその理由がなくなりますので、時限性公 開

同日以後に改めて公開請求をしてください。同日以後に改めて公開請求をしてください。

備考「時限性公開」の欄は、公開請求に係る行政文書の公開を拒む理由がなくなる期日をあらか

じめ明示することができるときに記入してあります。


